
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

同行援護従業者養成研修（一般課程・応用課程） 

 
１0 名（対象条件：欠席なしで全講義受講できる方） 

（１０名に満たない時は講座を中止する場合があります。） 

定員 

取得資格 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、

当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その

他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 
一般課程を修了すると、同行援護従業者として働くことが出来ます！ 

応用課程を修了すると、サービス提供責任者の資格要件を得ることが出来ます！ 

受講料 

訓練期間 (一般課程) H29 年 2 月 5 日(日)9 時～1７時 10 分 

H29 年２月 12 日(日)９時 30 分～18 時２0 分 

H29 年３月４日(土)９時 30 分～18 時２0 分 

(応用課程) H29 年 3 月 5 日(日)9 時００分～1６時０0 分 

H29 年 3 月 12 日(日)9 時 30 分～1８時２0 分 

訓練手法 座学＋演習＋就職支援 

募集期間 平成 2９年１月１６（月）～平成２９年２月１日（水） 

） 
実施機関・施設 日世 Skill Up ケアスクール 

お問い合わせ 日世商会株式会社（9:00～17：00） 

TEL&FAX  0744-22-4929  

〒634-0007  奈良県橿原市葛本町 456-3 

http://www.nisseisyoukai.com 

mail:nissei252525@yahoo.co.jp 

同行援護従業者養成研修課程

（一般課程）（応用課程） 

一般課程 27,000 円（税込）応用課程 13,000 円（税込） 

テキスト代込 テキスト（中央法規出版） 

同行援護従業者養成研修テキスト第 3 版 

受 講 生 募 集 


